
公告日令和7年12月5日(金)

大阪市教育委員会教育長　　多田　勝哉

(1) 案件名称

(2) 数量・特質・納入期限

(3) 履行または納入場所

(1) 公告日

(2) 入札参加申請受付開始日時

(3) 入札参加申請締切日時

(4)
入札参加資格の審査結果通知
（予定）

(5) 入札日時

(C) 契約締結に関する手続担当

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) 申請書類

(2) 申請書類等の交付場所及び交付期
間

(3) 受付期間

(4) 受付場所

(5) その他（注意事項） 入札参加資格審査は、「一般競争入札参加申請書」を提出した者に限り行う
ので、留意すること。

5．入札参加資格

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること

大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれ
の措置要件にも該当しないこと

令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿に物品供給等用登録種目「26：ＯＡ機器・用品」で登録している
こと
※なお、本市入札参加資格有資格者名簿に登録されていない者は、本市入札参加資格審査申請(以下「資格審査
申請」という。）を「4．担当部局（A）」に行えば、当該審査を行う。ただし、令和7年12月12日(金)までに資
格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。資格審査申請の詳細については「4．担当部局
（A）」に問い合わせること

一般競争入札参加申請書

教育委員会事務局ホームページ上及び「4．担当部局（A）」
公告の日から令和7年12月12日(金)までの本市の休日を除く毎日、午前９時か
ら午後５時まで（ただし、午後０時15分から午後１時までを除く。）

公告の日から令和7年12月12日(金)までの本市の休日を除く毎日、午前９時か
ら午後５時まで（ただし、午後０時15分から午後１時までを除く。）

4．担当部局(A)
持参又は郵便等により「2.日程(3)入札参加申請締切日時」までに必着のこ
と。

仕様書に関する照会先 教育委員会事務局学校運営支援センター給与・システム担当

〒557-0014　大阪市西成区天下茶屋１－１６－５

　　電話　06-6115-7922

（A）に同じ

6．入札参加申請

3.契約条項を示す場所

4．担当部局
(A) 入札参加資格審査資料提出先及び

入札執行に関する照会先
教育委員会事務局総務部総務課（調達グループ）

〒530-8201　 大阪市北区中之島１－３－２０　大阪市役所３階

　　電話　06-6208-9078

教育委員会事務局ホームページ上及び「4.担当部局（A)」

(B)

2．日程

令和7年12月5日(金)

令和7年12月5日(金)　午前９時

令和7年12月12日(金)　午後５時

令和7年12月23日(火)

「11．入札執行日時及び場所」を参照

入 札 説 明 書

　　次のとおり、大阪市告示第1686号に係る入札告示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この
入札説明書によるものとする。

1．入札に付する事項

大阪市教育情報ネットワーク 児童・生徒パソコン用URLフィルタライセンス
利用権　購入

別紙仕様書のとおり

本市指定場所



(1) 質問方法

(2) 質問締切日時

(3)
回答日

(4) 回答方法

（回答場所アドレス）

(1) 入札書提出期間

(2) 開札予定日時

(3) 再度入札
※1回限りとする

(4) 再度入札結果発表

(5) 場所

(1)

(2)

(1) 入札方法

(2) 入札書記載金額

11．入札執行日時及び場所
令和8年1月22日(木)午前９時45分から午前10時まで

※郵便等による入札の場合は、令和8年1月21日(水)午後５時までに「4．担当
部局(A)」に必着のこと。なお、その場合は、二重封筒を用いて、表封筒に
「入札書在中」と朱書して「4．担当部局(A)」宛親展とし、内封筒に「入札
日、入札案件名称」を記載すること。

再度入札を行う場合があるので、入札者もしくはその代理人は開札に立ち会
うこと。立ち会うことができない場合は、再度入札は辞退したものとみな
す。

本市の指定する日時（原則として即時）

入札参加資格を認められた者で、入札参加資格の審査結果の通知時より開札時までの間において、｢5.入札参加
資格」の要件を満たさなくなった者

13．入札方法等

総額を記載すること。
※落札決定にあたっては、「入札書に記載された金額」に当該金額の100分の
10（軽減税率対象物品の買入については100分の８）に相当する額を加算した
金額（加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て
た金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費
税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
約希望金額の110分の100（軽減税率対象物品の買入については108分の100）
に相当する金額を記載すること。

14．入札保証金等

(1)
入札保証金
（見積った契約希望金額の100分
の３以上）

免除

ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額（入札書に記
載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象物品の買入については
100分の８）に相当する額を加算した金額（単価契約にあっては、落札金額に
予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、落札金額を１年当たりの額
に換算した額））の100分の３に相当する違約金を徴収する。

令和8年1月14日(水)午前９時から令和8年2月2日(月)午後５時まで

質問に対する回答は、教育委員会事務局のホームページの「物品供給等入札
案件」の当該案件ページに掲載する。なお、質問に対する回答の他、入札に
関して伝達すべき事項を掲載する場合があるので、必ず入札書の提出までに
内容を確認すること。

https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/kyoiku/0000667064.html

大阪市教育委員会事務局入札室（4．担当部局(A)）

12．入札に参加することができない者

紙入札により行う。

入札参加資格を認めた申請者には「2.日程(4)」の入札参加資格の審査結果通知時に入札書を交付する。

9．入札参加資格を認めなかった申請者に対する理由の説明
入札参加資格を認められなかった申請者はその理由について説明を求めることができるので、令和8年1月7日
(水)午前10時までに、「4．担当部局(A)」まで書面を持参すること。なお、回答については、令和8年1月14日
(水)までに書面で行う。

10．質問事項の受付・締切・回答
仕様書の内容に関する質問は、別紙質問票と同等の形式で作成された電子
データを電子メールにて提出すること。電子メールによらない場合は、書面
を持参または郵便等にて提出すること。
提出先「4.担当部局（B)」（メールアドレス ua0021@city.osaka.lg.jp）

質問の受付は、令和7年12月23日(火)から令和8年1月7日(水)午後５時まで
（必着）とする。締切以降の質問については受け付けない。

入札参加申請締切日時までに申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者

令和8年1月22日(木)午前10時から

7.入札参加資格の審査及び通知
入札参加資格の提出書類により入札参加資格を審査する。ただし、入札参加申請締切日時より審査結果の通知日
までの間のいずれかの日において、「5.入札参加資格」の要件を満たさなくなった申請者の入札参加は、提出書
類の内容に関わらず認めない。また、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して通知する。

8．入札書の交付

https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/kyoiku/0000667064.html
https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/kyoiku/0000667064.html


(3) 保証人 不要

(4) 納付方法

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
本件入札説明書における「契約規則」とは、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号）をいう。また、「郵
便等」とは契約規則第25条第２項に規定する郵便等のうち、書留郵便などの配達の記録が残るものを示す。ただ
し、記録系郵便の取扱いのない国においては、この限りではない。

落札の決定から契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた
とき、又は、契約規則第32条第2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお
それがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるときは、契約の締結を行わないものとす
る。

契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札
※なお、無効の入札をした者は再度の入札に参加することができない。

落札決定までの間に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けた者又は大阪市契約関係暴力団排
除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした入札

17．その他

この一般競争入札にあたり遵守すべき事項は「特定調達契約についての入札の手引」を参照のこと。

落札者又は契約の相手方に決定されたときは、遅滞なく、「4．担当部局(A)」に本書末尾添付の「大阪市契約関
係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書」（様式１）を両面印刷し提出すること。
誓約書を提出しない場合は、その者に係る入札は無効とする。
また、当該誓約書を提出しなかった落札者又は契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止
措置を行う。

契約規則第28条第１項の規定に該当する入札

本市が交付した入札書を用いないでした入札

再度入札の場合にあっては、前回最低入札価格以上の価格でした入札

契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受
けたときは、契約の解除を行う。

この調達はＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。

(2)
契約保証金
（契約金額の100分の10以上）

要
ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。

①契約金額（単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継
続契約にあっては、予定総額）が500万円未満、かつ、契約を履行しないこと
となるおそれがないと認められるとき。

②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を１回
以上締結し、これをすべて過去２年の間に誠実に履行したと認められる書類
を提出したとき（ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履
行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認
める。）、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると
き。

16.入札の無効について

③落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結
し、当該保険証書を提出したとき。

契約保証金を納付しようとする時は、落札業者決定後速やかに「4．担当部局
(A)」にて納付書の交付を受けること。

15.落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。


